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第６章  空家等対策計画の実現化に向けて 

１．相談体制の整備（空家法第６条第２項第７号） 

本計画の推進施策の実現に向けて、空家等の所有者等や近隣住民からの様々な相談に迅速

かつ的確に助言や情報提供を行うため、庁内関係部局との連携による相談窓口を整備し、庁

内窓口、電話、メールなどにより対応します。 

また、相談内容に応じて庁内の担当部局を紹介するとともに、相続等の権利関係、不動産

売買、空家等の管理手法及び利活用などの相談に対して、専門家の知識が必要な場合は、司

法書士会、不動産鑑定士協会、建築士会、ＮＰＯなど団体と連携をとることで対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※担当部局は、組織変更などに伴い変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

※本市では弁護士による法律（空家法を含む）の無料相談も行っています。 

 

 

 

 

 

公益社団法人 大阪府建築士会（建築相談室） 建物診断等の建築に関すること 

柏原市空家等対策協議会委員が属する団体等 

大阪司法書士会（大阪司法書士会相談センター） 相続等の権利に関すること 

公益社団法人 大阪府不動産鑑定士協会 不動産の鑑定・評価に関すること 

総合窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都
市
デ
ザ
イ
ン
部 

都
市
開
発
課 

都市デザイン部 都市開発課 
空家の老朽化や破損、倒壊の 
恐れがあるものに関すること 

市民部 環境対策課 
空家・空地の雑草や樹木の繁茂
ごみの氾濫などに関すること 

市民部 地域連携支援課 
不審者の出入りなど、 
防犯面に関すること 

財務部 課税課 固定資産税に関すること 

福祉こども部 福祉総務課 

健康部 高齢介護課 

庁内関係部局 

福祉の支援に関すること 

市民部 にぎわい観光課 

市民部 産業振興課 
空家の利活用に関すること 
 

大阪府や民間団体・事業者により設置された総合窓口 

大阪の住まい活性化フォーラム 

（ホームページ http://www.osaka-sumai-refo.com） 

既存住宅の流通やリフォーム・ 

リノベーションに関すること 

図 相談体制 
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２．計画の実施体制（空家法第６条第２項第８号） 

空家等の対策にあたっては、庁内の関係課が密接に連携して推進するため、「柏原市空家等

対策庁内調整会議」を整備し、情報共有と具体的な施策の実施を図ります。 

また、空家法第７条第１項に基づき、「柏原市空家等対策協議会」を設置し、本計画の作成

及び変更並びに実施内容に関して協議を行います。 

あわせて、大阪府・関係行政機関・民間団体等と連携し、空家等対策を総合的かつ効果的

に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
連携 

支援 

 

民間団体等 

大 学 

ＮＰＯ 

事業者・企業 

専門家団体 

連携 

支援 

 
柏 原 市 

柏原市空家等対策協議会 

【組織】 

・市長 

・副市長 

・市民 

・法務、不動産、建築、福祉、文化

などに関する識見を有する者 

・学識経験者 

・関係行政機関の職員 

計画の検討 

実施と評価 

 

柏原市空家等対策庁内調整会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【組織】 

 

【空家等利活用検討部会】 

・にぎわい観光課・産業振興課 
・企画調整課・地域連携支援課 
・高齢介護課・福祉総務課 

 

【空家等改善検討部会】 

・都市開発課・環境対策課 
・課税課・危機管理課 

※必要に応じてその他の部署が参画 

図 実施体制 

 

関係行政機関 

社会福祉協議会 警察署 消防署 法務局 税務署 

連携・支援 連携・支援 

 
空家等対策市町村連携協議会 

【会員】 

大阪府・33市・９町・１村 

 

 

 

 

 

 

・目的意識の共有化  ・意見交換 

・連絡調整・協議   ・調査検討 

・空家に関する目標達成のための活動 

・共通する地域に応じた空家等対策 

の課題検討 

 

連携 

情報共有 

大 阪 府 

大阪の住まい活性化フォーラム 

【会員】 

公的団体・民間事業者・専門家団体等 

 

 

 

 

 

 

・リフォームによる既存住宅の質の向上 

・住宅の流通促進 

・リノベーション市場の活性化 

・相談窓口の設置と情報提供 
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３．計画の目標値（空家法第６条第２項第９号） 

本計画における推進施策の効果検証と評価を行うため、下記の目標値を定めます。 

 

推進施策 項 目 目標値 目標値の確認方法 

施策① 

空家等の発生抑制 

セミナー・相談会、出前講座等の

市民への普及啓発活動 
３回/年 

活動実績を庁内調整 

会議で情報共有し確認 

施策② 

空家等の 

利活用の促進 

空家バンクの新規物件の 

登録件数 
５件/年 

利活用検討部会で確認 

空き店舗を活用した新規事業の

補助件数 
３件/年 

施策③ 

空家等の 

適正管理の促進 

国道 25号沿道における 

空家等の管理促進活動 
１回/年 都市開発課で確認 

施策④ 

管理不全の 

空家等の解消 

特定空家等を含む評価 A ランク

の管理不全空家等の解消戸数 
10戸/年 

改善検討部会の 

定期調査で確認 
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４．計画の進行管理（空家法第６条第２項第９号） 

計画の進行管理には、マネジメントシステムの考え方に基づいて、ＰＤＣＡサイクルを用

いて点検・評価を行っていきます。 

点検・評価にあたっては、庁内の柏原市空家等対策庁内調整会議にて進捗状況の共有を適

宜行い、毎年度、柏原市空家等対策協議会に実施状況を報告します。 

柏原市空家等対策協議会は、その報告を受けて、年次評価を行い、必要に応じて施策の見

直しを行います。あわせて、次期計画への反映も行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

Ｄｏ（実行） 
 

◆施策・事業の実施 

Ｐｌａｎ（計画） 
 

◆空家等対策計画の立案 

◆施策・事業の具体化 

Ａｃｔｉｏｎ（見直し） 
 

◆施策・事業の見直し 

◆次期計画の見直し 

※新たな指針等が示された場

合は、内容に応じて見直しを

行います。 

Ｃｈｅｃｋ（点検・評価） 

◆施策の進捗状況の点検 

◆施策、環境指標の評価 

◆結果報告 
 


